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個人 □ □ □ □ □
法人 □ □ □ □ □ □
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・事業の休止から３０日以内に届け出る。

選任されている給水装置工事主
任技術者の氏名又は免状の交付
番号

・新たに指定を受けた日・給水装置工事主任技術者が欠け
た日から２週間以内に選任し届け出る。
・給水装置工事主任技術者を選任・解任したとき、事業所を
新設・閉鎖したときには遅滞なく届け出る。
※ 解任の場合は不要

廃　　　　　止

休　　　　　止

再　　　　　開

給水装置工事主任技術者選任・解任

変更

・事業の再開から１０日以内に届け出る。

事業所の名称又は所在地
（事業所の新設や閉鎖を含む）

備　　　　　考

指定手数料：30,000円

・変更のあった日から３０日以内に届け出る。
・本店、事業所の住所変更等により電話番号が変更となる場
合も届出書に記載する。

・事業の廃止から３０日以内に届け出る。

役員の氏名
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